
応援団に登録すると出来ること！！

【公式】山梨県の食育

＠yamanashi_shokuiku

フォローやいいねをお願いします♪

食育推進応援団とは

山梨県において食育推進に積極的に取り組む事業者や
団体等のことをいいます。

●食育推進マスコット「ふじぺろりん」の
ステッカーを交付します。
食育に取組む事業者として、県民にPRが出来ます！

●他の応援団との連携を支援します！

●【公式】山梨県の食育Instagramにて、
食育活動や食育イベントの周知が出来ます！

食育推進マスコット「ふじぺろりん」



「食育推進応援団」に登録するには！

①県産農産物・県産食材の活用促進
②食育活動の実施
③栄養成分・原産地表示・アレルギーの表示
※表示義務がある物に関しては対象外

④食事バランスガイドの活用
⑤食農体験等の機会の提供

活
動
①

健康増進課の所管する、食塩の摂取量を控えた
「やまなししぼルトメニュー」を提供する事業者と
して登録されたもの
▼詳しくはこちら
https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/kenkozukuri/kikaku0220.html

活
動
②

食育推進活動に顕著に取り組んでいると特に認めら
れる事業所・NPO法人・各種団体等

活
動
③

①下記ホームページより登録申込書をダウンロード、
またはお問い合わせ先にご連絡ください。登録申込書をお送りします。
②登録申込書に必要事項を記入し、郵送または
やまなしくらしねっと（電子申請）からお申し込みください。
③登録申込書の受理、活動内容を確認した後に、
「やまなし食育推進応援団」の一員として登録します。

●以下のいずれかの活動を１つでも実施していれば、登録できます。

●申し込み方法

【お問い合わせ先】
山梨県 県民生活安全課 食の安全・食育担当

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
TEL：055-223-1588 FAX：055-223-1320
http://www.pref.yamanashi.jp/shokuhin-st/23980240778.html


